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令和5年1⽉5⽇

⻭科医療機関におけるインボイス制度への対応

公益社団法⼈⽇本⻭科医師会
税務・⻘⾊申告委員会

1．インボイスとは

インボイス制度とは、令和 5年 10⽉１⽇から導⼊される仕⼊税額控除の⽅式
です。
消費税の仕⼊税額控除の適⽤を受けるための要件として、⼀定の記載事項を
具備した帳簿や請求書等の保存が必要ですが、この保存すべき請求書等の様式
が適格請求書（インボイス）に変わります。令和元年10⽉の軽減税率制度の導
⼊に伴い、仕⼊税額控除を受けるために必要とされる帳簿及び請求書等に記載
すべき事項が段階的に追加されることとなりました。
令和元年 9⽉までの従来の制度を「請求書等保存⽅式」といいます。
令和元年10⽉から、インボイス制度導⼊に向けた準備段階として「区分記載
請求書等保存⽅式」が施⾏されています。
令和５年10⽉から「適格請求書等保存⽅式」（インボイス制度）が導⼊され
ます。
インボイスとはレシートや領収書、納品書などに⼀定の事項が記載されたも
のをいいます。⼀定の事項とは登録番号・適⽤税率・税率ごとに区分した消費
税額等を指します。

現⾏の区分記載請求書等保存⽅式 インボイス制度
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インボイス制度導⼊以降は、インボイスではない請求書では仕⼊税額控除が
受けられません。
仕⼊税額控除とは、⽣産、流通などの各取引段階で⼆重、三重に税がかかる
ことのないよう、課税売上に係る消費税額から課税仕⼊れ等に係る消費税額を
控除し、税が累積しない仕組みです。（図２）

インボイスを発⾏する為には税務署⻑への登録申請書の提出が必要です。申
請後、税務署が審査を⾏い、登録された場合は登録番号が税務署から通知され
国税庁ホームページで公表されます。この登録を受けた事業者がインボイスを
発⾏することができます。令和 5年 10⽉ 1⽇からのインボイス発⾏事業者の登
録を受けたい場合には、令和 5年 3⽉ 31⽇までに登録申請書を提出する必要が
あります。（図３）
しかし、課税事業者でなければ税務署⻑の登録を受けることができずインボ
イスを発⾏することができません。したがって、免税事業者がインボイスを発
⾏する為には課税事業者になる必要があります。

登録申請は
令和３年 10⽉ 1⽇
から始まっています

令和 5年 10⽉ 1⽇からインボイスを発⾏するには
令和５年 3⽉ 31⽇

までに登録申請を済ませておく必要があります

令和３年１０⽉１⽇
登録申請受付開始

令和５年 3⽉ 3１⽇ 令和 5年１０⽉１⽇
インボイス制度開始

インボイス登録申請のスケジュール

図２
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２．⻭科医療機関への影響

（１）売上取引への影響

⻭科医療機関においては主たる取引対象が個⼈であるため、インボイスを要
求されるケースはかなり限定的であると考えられます。ただし事業所検診等、
課税事業者との取引がある場合はインボイスを要求されることが想定されます。
⻭科医療機関において事業者に対する課税売上で想定されるケースとして
・企業から社員の健康診断を受託している
・企業が費⽤を負担して社員に業務上必要な検査を受けさせる
・医療機関が企業から産業医報酬を受け取っている
等が考えられます。
事業者との売上取引がある場合はインボイス発⾏事業者への登録を検討しま
すが、免税事業者と課税事業者では対応が異なります。

① 免税事業者の場合

⻭科医療機関の 56％は免税事業者です。インボイスは課税事業者でなけれ
ば発⾏できないため、免税事業者がインボイスを発⾏する為には課税事業者
となる必要があります。しかし、課税事業者となれば税負担や納付に係る事
務的な負担が増⼤します。
仮に免税事業者がインボイス発⾏事業者となった場合、その課税期間の基
準期間における課税売上⾼が 1,000 万円以下となった場合でも免税事業者に
は戻れませんのでご留意ください。
免税事業者が課税事業者となってインボイス発⾏事業者の登録を⾏った場
合と、免税事業者のままインボイス発⾏事業者にならなかった場合のメリッ
ト・デメリットを⽰します。（図４）

選択肢 メリット デメリット
課税事業者となりインボ
イス発⾏事業者になる

取引相⼿の事業者は仕⼊税額控除
を⾏うことができるため取引を維
持できる可能性が⾼い

消費税納付分の利益が減少する
消費税の申告、納付等の事務的な
負担が増える

免税事業者のままインボ
イスの発⾏は⾏わない

引き続き消費税の納付は不要 取引相⼿の事業者は仕⼊税額控除
を⾏うことができないため取引の
条件を⾒直される可能性がある

図４
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② 原則課税事業者・簡易課税事業者の場合

原則課税事業者・簡易課税事業者はインボイス発⾏事業者として登録を受
けることができます。従って、インボイスの発⾏を求められた場合は登録を
⾏えば、納付税額や事務的な負担が増えることなくインボイスの発⾏を⾏う
ことができます。ただし、課税事業者であってもインボイスを発⾏する機会
がなければインボイス発⾏事業者となる必要はありません。
課税事業者がインボイス発⾏事業者の登録を⾏った場合と、インボイス発
⾏事業者にならなかった場合のメリット・デメリットを⽰します。（図５）

選択肢 メリット デメリット
インボイス発⾏事業
者になる

取引相⼿の事業者は仕⼊税額控除を
⾏うことができるため取引を維持で
きる可能性が⾼い

登録申請の⼿間がかかる
請求書の追記事項が増えるため事
務的な負担が増える
インボイスを保存する必要がある

インボイスの発⾏は
⾏わない

登録申請の⼿間がかからない
従来の請求書を使⽤できる
インボイスを保存する⼿間がかから
ない

取引相⼿の事業者は仕⼊税額控除
を⾏うことができないため取引の
条件を⾒直される可能性がある

事業者に対して課税売上がある⻭科医療機関は僅かと思われますが、該当
する場合は顧問税理⼠さんと相談し、インボイス発⾏事業者として登録すべ
きか慎重に検討し判断する必要があります。
また、インボイス発⾏事業者には原則、以下の義務が課されます。
・インボイスの交付
取引の相⼿⽅（課税事業者）の求めに応じて、インボイスを交付する。

・返還インボイスの交付
返品や値引き等、売り上げにかかる対価の返還等を⾏う際に返還インボ
イスを交付する。
・修正したインボイスの交付
インボイスに誤りがあった際に修正したインボイスを交付する。
・写しの保存
交付したインボイスの写しを保存する。

図５
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（２）仕⼊取引への影響

免税事業者や、簡易課税事業者は仕⼊税額控除を⾏わないためインボイスは
不要です。しかし、原則課税事業者においては仕⼊税額控除を⾏うためには令
和 5年 10⽉ 1⽇よりインボイスが必要となります。仕⼊税額控除の要件として
⼀定の事項を記載した帳簿及びインボイスなどの請求書等の保存が必要となり、
課税期間の末⽇の翌⽇から 2 ⽉を経過した⽇から７年間保存する必要がありま
す。
仕⼊取引ではこの原則課税事業者における事業者間取引が問題となります。
取引先の事業者がインボイスを発⾏できない場合は仕⼊税額控除ができません。
⻭科医療機関において考えられるケースは⻭科技⼯所への委託です。⻭科技⼯
所は個⼈で経営されていることも多く、その場合は免税事業者であることも想
定されます。免税事業者であればインボイスを発⾏できず原則課税の⻭科医療
機関は仕⼊れ控除ができません。ただし、⼀定の期間は仕⼊税額控除相当額の
⼀定の割合を仕⼊税額として控除できる経過措置が設けられています。（図６）

取引相⼿が課税事業者であってもインボイス発⾏事業者として登録していな
いことも想定されます。令和５年１０⽉１⽇から仕⼊税額控除を⾏うために取
引相⼿のインボイス発⾏事業者登録の有無を確認することが必要です。国税庁
ホームページの適格請求書発⾏事業者公表サイトから登録の有無を確認するこ
とができます。

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

また、取引先が免税事業者の場合、インボイス発⾏事業者になる予定がある
か確認が必要です。免税事業者のようなインボイスを発⾏できない事業者から

図 6

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
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仕⼊を⾏なっている原則課税事業者は今後、以下のような対応が考えられま
す。
・インボイス発⾏事業者になることを提案
・条件を変えずに取引
・価格や取引条件を⾒直す
仕⼊れ税額控除ができない分の価格の⾒直しや、取引条件の⾒直しを⾏う際
は双⽅が納得した上で⾏うよう注意が必要です。仕⼊税額控除ができないこと
を理由に⽴場の強い事業者が⽴場の弱い事業者に対して値下げを強要すること
は、独占禁⽌法に抵触する可能性があります。中⼩企業庁が独占禁⽌法等によ
り問題となる⾏為について公表していますのでご参考にしてください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/invoice/qa.html

３．令和 5年度税制改正⼤綱における改正点

令和 5年度税制改正⼤綱にてインボイスにおける改正点がいくつか盛り込ま
れました。
① ２割特例
免税事業者がインボイス登録のために課税事業者となった場合、税負
担・事務負担を軽減するため納税額を売上税額の 2 割に軽減する 3 年間
の負担軽減措置を講ずることとなりました。⻭科医療機関では簡易課税
制度を選択した場合はみなし仕⼊れ率は 50％となっておりますが、この
制度を利⽤すればみなし仕⼊れ率が 80%である場合の簡易課税制度と同
じ計算⽅法となります。事前申告の必要はなく確定申告時に適⽤するか
の選択が可能です。

② 少額特例
基準期間の課税売上が 1 億円以下である事業者においては１万円未満の
少額取引についてはインボイスの保存がなくても帳簿のみで仕⼊税額控
除を可能とする特例が新設されます。ただしインボイス制度施⾏から６
年間の時限的措置となっておりますのでご留意ください。

③ 令和 5年 3⽉ 31⽇以降の申請の緩和
令和 5年 10⽉ 1⽇の制度開始からインボイスを発⾏したい場合は原則と
して令和 5年 3⽉ 31⽇までに申請をする必要があります。現⾏では 3⽉
31 ⽇を過ぎる場合は「3 ⽉までの申請が困難な事情」を記載することで
10 ⽉ 1 ⽇に登録したものとみなす措置がとられています。しかし、事業
者の準備が遅れていることなどを踏まえて、申請書に「困難な事情」の

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/invoice/qa.html
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記載は求めず 4 ⽉以降も登録申請を可能とする対応を取る予定となって
います。

インボイスの改正点については以下のホームページのリーフレットをご参照
ください。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice.pdf

４．最後に

インボイス制度が導⼊されるにあたり、その対応は主たる売上対象が個⼈か
事業者かで⼤きく異なります。また、免税事業者・簡易課税事業者・原則課税
事業者それぞれにおいても異なります。医院の取引先や経営状況をよく把握し、
顧問税理⼠がいる場合はよく相談し対応するようにしてください。
また、国税庁のホームページでもインボイスについての情報を公開しており
ますのでご参考にしてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoic

e.htm

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

